
 

公共調達監視委員会活動状況報告書 
                   （部局名） 宮城労働局   

１ 開催日         令和８年３月１１日（水） 
 
２ 委員の氏名及び役職等  委員長   門脇  功  （門脇功税理士事務所 税理士） 
              委 員   髙木 龍一郎 （はづき法律事務所 弁護士） 
              委 員   阿部 弘樹  （ひろむ法律事務所 弁護士）      
 
３ 審査対象期間      令和７年５月１日 ～ 令和７年１１月３０日  
 
４ 審査契約件数 

（１） 公共工事 
① 競争入札によるもの 

・ 審査対象件数                     １件  
・ 審議件数                       １件  
    うち、低入札価格調査の対象となったもの      ０件  
 

② 随意契約によるもの 
・ 審査対象件数                     １件  

      ・ 審議件数                       ０件  
 

（２） 物品・役務等 
① 競争入札によるもの 

・ 審査対象件数                     ９件  
・ 審議件数                       ４件  

うち、契約金額が５００万円以上のもの       ２件  
うち、参加者が一者しかいないもの         ２件  
うち、契約の相手方が独立行政法人となっ 
たもの                      ０件  
うち、委託契約金額に占める再委託金額の 
割合が２分の１を超えるもの            ０件  
 

②  随意契約によるもの 
・ 審査対象件数                     ５件  

      ・ 審議件数                       ２件  
        うち、新規案件で競争性のない随意契約で 

調達しているもの                 ０件  
        うち、企画競争又は公募をしたが、参加者 

（応募者）が一者しかいないもの          ０件  
うち、契約の相手方が独立行政法人となっ 
たもの                      ０件  
 
うち、委託契約金額に占める再委託金額の 
割合が２分の１を超えるもの            ０件  



                        
５ 審査案件の抽出方法      

 令和７年５月１日～令和７年１１月３０日の審査対象期間に契約したすべて

の審査対象案件（公共工事の競争入札１件、公共工事の随意契約０件、物品・役

務等の競争入札４件、随意契約２件）より、宮城労働局公共調達監視委員会設置

要綱第７条に基づき審議案件を抽出した。 
 

 
６ 審査結果 
   不適切等と判断した件数                     ０件  
   結果内容及び措置状況 

所見なし 
ただし、総括として、以下の指導をいただいた。 
 
1 者入札の場合、契約実績のある業者にだけ声掛けを行い、その結果を踏ま

え、予定価格の算定を行っている実態が多い。この点について、もう少し検討

されたい。 

従前のやり方が良いのかどうか。事案によっては労働局の職員が自ら実施で

きないかどうか。施行に際しその必要性等に疑問を持ち、結果的に上部機関か

ら指導された際は仕方がないが、そのような検討はしてみるということが必要

ではないか。 

全体のやり方が、今までの旧態依然のものをそのまま踏襲しているようにし

か見えない。その所を改善してほしい。特に見積書を 1者しか徴取していない

ところは気になる。また契約者と同一の業者となっている。そのようなところ

も談合にかかわることはないと思うが、その辺も踏まえて全体的な業務のあり

方をもう一度見直しをしていただきたい。 

 

 

 
 

 



【別紙様式１】

部局　宮城労働局

番号 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその

所属する部局の名称所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法 人 番 号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び
理由（企画競争又は公募）

予定価格(円） 契約金額(円） 落札率（％）

再就職
の役人
の数
(人）

備 考
公共調達審査会審
議結果状況(所見）

公共調達監視委員
会審議結果状況(所

見）

1 古川合同庁舎冷却塔更新工事
支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年9月30日

同和興業株式会社

仙台市青葉区一番町4-6-1仙
台第一生命タワービルディン
グ

1370001009416 一般競争入札 9,460,000 9,020,000 95.30%
応札（応募）数　1者

審査対象
所見なし 所見なし

以 下 余 白

【　競争入札　公共工事　】　　　　 【審議対象期間　　令和 ７ 年 ５ 月 １ 日　　～　令和 ７ 年１１月３０日】

公 共 調 達 審 査 会

審 議 対 象 一 覧 及 び 審 議 結 果



【別紙様式２】

部局　宮城労働局

番号 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその

所属する部局の名称所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法 人 番 号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び
理由（企画競争又は公募）

予定価格(円） 契約金額(円） 落札率（％）

再就
職の
役人
の数
(人）

備 考
公共調達審査会審
議結果状況(所見）

公共調達監視委員
会審議結果状況(所

見）

1
仙台MTビル2、5階拡張入居追
加工事契約

支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年6月16日

森トラスト・ビルマネジメント
（株）

東京都港区虎ノ門4-1-1

7010401047013

会計法第29条の３第４項
決令第102条の４第３号
入居ビルの指定業者に限
定され競争を許さないため

1,239,150 1,239,150
１者随意契約

審査対象
所見なし 所見なし

以 下 余 白

公 共 調 達 審 査 会

審 議 対 象 一 覧 及 び 審 議 結 果

【　随意契約　公共工事　】　　　　 【審議対象期間　　令和 ７ 年 ５ 月 １ 日　　～　令和 ７ 年１１月３０日】



【別紙様式３】

部局　宮城労働局

番号 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその

所属する部局の名称所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法 人 番 号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び
理由（企画競争又は公募）

予定価格(円） 契約金額(円） 落札率（％）

再就職
の役人
の数
(人）

備 考
公共調達審査会審
議結果状況(所見）

公共調達監視委員
会審議結果状況

(所見）

1
令和7年度宮城労働局管下監
督署・安定所におけるレンタ
カー借用契約

支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年5月20日

㈱日産カーレンタルソリュー
ション

神奈川県横浜市西区高島1-
1-1

4040001013464
一般競争入札

（総合評価方式）
15,892,118 15,554,880 97.88%

応札（応募）数　2者

審査対象
５００万円以上

所見なし 所見なし

2
一般定期健康診断及び特殊健
康診断（情報機器作業に関す
る健康診断）委託契約

支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年5月23日

一般財団法人宮城県予防医
学協会

仙台市泉区高森2-1-39

7370005000349 一般競争入札 15,072,475 14,194,950 94.18%

応札（応募）数　2者

審査対象
５００万円以上

所見なし 所見なし

3
年度後半における集中的な就
職面接会事業

支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年6月24日
アデコ株式会社

東京都千代田区霞が関3-7-1
8010401001563 一般競争入札 7,917,470 4,303,200 54.35% 応札（応募）数　5者

4
令和7年度マザーズハローワー
ク等における短期パソコンセミ
ナー業務委託契約

支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年7月2日
株式会社JC-21教育センター

仙台市青葉区花京院1-3-1
9370001008724 一般競争入札 5,948,555 4,279,000 71.93% 応札（応募）数　1者

5
「令和7年度　中高年世代活躍
応援プロジェクト」に係る委託契
約

支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年7月16日

株式会社広済堂ビジネスサ
ポート
東京都港区芝浦1-2-3シーバ
ンスS館13階

6010001143691
一般競争入札

（総合評価方式）
9,278,720 7,579,000 81.68%

応札（応募）数　8者

審査対象
５００万円以上

所見なし 所見なし

6
令和7～11年度労働局における
業務用自動車リース契約

支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年8月27日

名鉄協商株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅
南2-14-19

3180001033061
一般競争入札

（総合評価方式）
15,398,240 10,513,360 68.28%

応札（応募）数　1者

審査対象
５００万円以上

所見なし 所見なし

7
令和7年度胃がん検診単価契
約（再度）

支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年8月29日

公益財団法人宮城県対がん
協会

仙台市青葉区上杉5-7-30

4370005003387 一般競争入札 2,666,400 2,666,400 100.00% 応札（応募）数　1者

8
宮城労災特別介護施設（ケア
プラザ富谷）に係るライナーリフ
ト更新契約

支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年10月10日
株式会社シバタインテック

仙台市若林区卸町2-11-3
2370001003186 一般競争入札 12,034,000 11,990,000 99.63%

応札（応募）数　1者

審査対象
５００万円以上

所見なし 所見なし

9
仙台第4合同庁舎2階職業安定
部レイアウト変更作業委託契約

支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年11月21日

ニシマキ・オフィスシステム株
式会社

仙台市泉区市名坂字御釜田
145

2370001001041 一般競争入札 17,481,860 16,820,430 96.22%

応札（応募）数　4者

審査対象
５００万円以上

所見なし 所見なし

【　競争入札　物品役務等　】　　　　 【審議対象期間　　令和 ７ 年 ５ 月 １ 日　　～　令和 ７ 年１１月３０日】

審 議 対 象 一 覧 及 び 審 議 結 果

公 共 調 達 審 査 会

3



【別紙様式４】

部局　宮城労働局

番号 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその

所属する部局の名称所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法 人 番 号
随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び
理由（企画競争又は公募）

予定価格(円） 契約金額(円） 落札率（％）

再就
職の
役人
の数
(人）

備 考
公共調達審査会審
議結果状況(所見）

公共調達監視委員
会審議結果状況(所

見）

1
令和7年度労働基準監督官採
用試験第2次試験に係る身体
検査（単価契約）

支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年5月7日

一般財団法人杜の都産業保
健会

仙台市宮城野区小鶴1-21-8

2370005003389

会計法第29条の３第４項
予決令第102条の４第３号
契約の性質が競争を許さ
ないため

1,903,440 1,903,440

2
仙台MTビル6階（1572.60㎡）定
期建物賃貸借契約の締結につ
いて一部修正

支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年5月19日

森トラストビルマネジメント株
式会社

東京都港区虎ノ門4-1-1

7010401047013
会計法第29条の３第４項
賃貸借契約の継続に伴い
競争を許さないため

6,418,333 6,418,333
審議対象
500万円以上

所見なし 所見なし

3
防犯カメラの移設作業委託契
約

支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年5月20日
セコム株式会社

東京都渋谷区神宮前1-5-1
6011001035920

会計法第29条の３第４項
予決令第102条の４第３号
契約の性質が競争を許さ
ないため

1,517,230 1,517,230

4
仙台MTビル2階（414.92平米）
定期建物賃貸借契約の締結に
ついての一部変更について

支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年7月28日
森トラスト株式会社

東京都港区虎ノ門2-3-17
8010401029670

会計法第29条の３第４項
予決令第102条の４第３号
賃貸借契約の継続に伴い
競争を許さないため

1,842,042 1,842,042

5

宮城労災特別介護施設（ケア
プラザ富谷）における空冷モ
ジュールチラー圧縮機他修繕
工事

支出負担行為担当官宮城労働局
総務部長　　菊地　政幸
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

令和7年10月23日

同和興業株式会社

仙台市青葉区一番町4-6-1仙
台第一生命タワービルディン
グ

1370001009416 予決令第99条の２ 11,660,000 10,758,000
審議対象
500万円以上
新規案件

所見なし 所見なし

以 下 余 白

【　随意契約　物品役務等　】　　　　 【審議対象期間　　令和 ７ 年 ５ 月 １ 日　　～　令和 ７ 年１１月３０日】

審 議 対 象 一 覧 及 び 審 議 結 果

公 共 調 達 審 査 会

4



開催日及び場所 令和８年３月１１日 仙台第４合同庁舎８階　宮城労働局会議室

委　　　　　　　員

審議対象期間

抽出案件件数

案件　1

案件　2

案件　3

案件　4

案件　5

案件　6

案件　7

契約件名　：宮城労災特別介護施設（ケアプラザ富谷）に係るライナー
　　　　　　リフト更新契約
契約相手方：株式会社シバタインテック
契約金額　：11,990,000円
契約締結日：令和7年10月10日

契約件名　：防犯カメラの移設作業委託契約
契約相手方：セコム株式会社
契約金額　：72,710,052円
契約締結日：令和7年5月20日

契約件名　：宮城労災特別介護施設（ケアプラザ富谷）における空冷
　　　　　　モジュールチラー圧縮機他修繕工事
契約相手方：同和興業株式会社
契約金額　：10,758,000円
契約締結日：令和7年10月23日

契約件名　：令和7年度胃がん検診単価契約（再度）
契約相手方：公益財団法人宮城県対がん協会
契約金額　：2,666,400円
契約締結日：令和7年6月29日

宮城労働局　令和７年度　第２回　公共調達監視委員会審議　議事録　（概要）

委 員 長  門　脇　　功   （門脇功税理士事務所　税理士）
委    員  髙　木　龍一郎  (学校法人東北学院　　常任理事)
委    員  阿　部　弘　樹 （ひろむ法律事務所　　弁護士)

令和７年５月１日　～　令和７年１１月３０日

公共工事　競争入札案件　　　　１件

公共工事　随意契約案件　　　　１件

物品・役務　競争入札案件　　　９件

物品・役務　随意契約案件　　　５件

公共工事競争入札案件　　１件、　公共工事随意契約案件　　０件、
物品・役務競争入札案件　４件、　物品・役務随意契約案件　２件

契約件名　：古川合同庁舎冷却塔更新工事
契約相手方：同和興業株式会社
契約金額　：9,020,000円
契約締結日：令和7年9月30日

契約件名　：年度後半における集中的な就職面接会事業
契約相手方：アデコ株式会社
契約金額　：4,303,200円
契約締結日：令和7年6月24日

契約件名　：令和7～11年度労働局における業務用自動車リース契約
契約相手方：名鉄協商株式会社
契約金額　：10,513,360円
契約締結日：令和7年8月27日

審議対象件数
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意見・質問 回　　　答

下記のとおり 下記のとおり

委員会からの意見の具申、勧告

事案の概要 意見・質問 回　　　答

　予定価格の算定に関する決裁文書に
ついて聞きたい。資料1-5の「次に仕
様書に基づいた施工が可能である業者
を調査し、3者に見積書を依頼した結
果……」と記載されているが、この
「施工が可能」とは、どのような意味
か。

　事前に業者に仕様書を提示し施
行内容の調査を実施し、業者から
実施を要する工事内容の確認を
行った。その内容に沿った冷却塔
を更新するための必要な作業を実
施できる業者という意味である。

　工事ができたかどうかという意味な
のか。

　そうである。

　3者に見積書を依頼し2者が辞退して
いる。さらに参考見積を徴取するとい
う工夫はしなかったのか。

　していない。

　1者からしか参考見積が提出され
ず、その1者が落札しているのであれ
ば、参考見積の意味がない。業者の選
定に妥当性が欠けているのではない
か。工事自体は特殊とは思えないの
で、実施できる業者はあると思う。見
積を辞退した段階でさらに業者を探す
という工夫をしなければ、言ったまま
で落札率が95.3%で落札している状況
なる。もう少し工夫の余地があると思
う。何かやろうということはなかった
のか。

　資料に記載した見積を依頼した
業者以外にも、入札に関する資料
提供を行う際、見積書の提出が可
能かどうか確認はしているが、辞
退されている状況となっている。
本来、ご指導いただいた通り、さ
らに拡大してより広く見積書の提
出依頼や入札案件の情報提供を実
施すべきと思う。

　もうひと手間が欲しい。このような
案件を70、80%の落札率で落としてく
れれば良いが、95.3%と見積金額と同
じである。競争入札を実施する意味が
ない。もう少しなぜ辛抱強く、参考見
積の徴取、競争してくれる業者を探さ
ないのか。また、参考見積を提出して
きた業者がそのまま落札している。も
うひと手間を頑張ってほしい。そうす
ると税金の無駄遣いがなくなるのでは
ないか。

　案件は古川合同庁舎の冷却塔更新工
事。古川の合同庁舎には、労働局以外
にも他の省庁が入居していると思う。
どうして労働局がこのような工事を実
施するのか。

古川合同庁舎の管理官庁が労働
局となっているためである。工事
費用については後日、入居してい
る官庁に分担金として比率によっ
て支払っていただくことになる。

　気仙沼合同庁舎などの合庁があった
場合、監督・管理官庁があるというこ
とか

　その通りである。

委員からの意見・質問、
それに対する回答等

下記総評記載のとおり

【　案件1　】
契約件名　：古川合同庁舎冷却
　　　　　　塔更新工事
契約相手方：同和興業株式会社
契約金額　：9,020,000円
契約締結日：令和7年9月30日
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事案の概要 意見・質問 回　　　答

　1者応札の原因が、業者の繁忙期の
ためと説明された。一般的な感覚で
は、冷房を使用しない時期は繁忙期で
はない。冷房を使用する時期は修理と
か急遽の工事、故障があり繁忙期にな
るのであって、使用しない時期は一般
的に繁忙ではないのではないかと思
う。

　機械を調達し、その機械を設置
する。その設置の時期が繁忙期に
入ってしまったということであ
る。

　資料を見ると、入札が9月29日、そ
の後の工事は一般には、冷房を使用し
ない時期ではないのか

　冷房を使用しないので機械が稼
働しない。その時期に部材を発注
いる。部材が届き次第組み立て
る。組み立てる際に業者が忙しく
なる。

　一般的は話しではないのかなと思っ
た。一般的な話と個別具体的に話を一
緒にしないでもらいたい。一般的に冷
暖房ではなく冷房なので冬季は、もっ
と余裕があるのではないかと思った。
先程、他の委員も発言されたように、
見積徴取の段階にしても、応札の段階
にしても、代替性のあるもの、個別具
体的な特殊なものではないから、もっ
と努力をしていただきたい。

　令和5年に水漏れが発生している
が、なぜこの時期の工事となったもの
か。

　本省からの予算が付かなかっ
た。そのため、水漏れが発生した
状態で冷房装置を作動させてい
た。

　前回の委員会の際もそうであるが、
ワンパターンとなっている。仕様書に
基づいて可能な業者に見積もり書を依
頼しました。提出を断られたからこう
でした。工事の時期、業者の繁忙期、
官庁であれば予算があるのでいつまで
に工事をしなければならないというこ
とが頭に入っているはずである。にも
かかわらず、工事が遅くなったり、計
画性に疑問がある。だから今回のよう
に1者しかなかった。前段階が足らな
かったのではないか。

　書類の表現について、年度後半にお
ける集中的なとなっているが、この集
中的とは何か

　令和7年10月期において、2回開
催するという意味でこのような文
言を使用している。

　結果的に落札率が54.4％となってい
る。予定価格の算定が妥当なのか。予
定価格とこんなに違いがある。落札率
が低すぎる。

　より良い業者を得るために、本
省から上限額は設定されている
が、高いから良いとはならない
が、本省からの上限額と見積書の
金額を比較して予定価格を算定し
ているため、結果として開きが出
てしまった。

【　案件2　】
契約件名　：年度後半における
　　　　　　集中的な就職面接
　　　　　　会事業
契約相手方：アデコ株式会社
契約金額　：4,303,200円
契約締結日：令和7年6月24日
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事案の概要 意見・質問 回　　　答

　予定価格算定の所にいろいろ説明が
記載されているが、事業について、
「労働局に経験ノウハウがなく積算が
困難である」と記載されているが、就
職とか労働条件、様々な問題を扱って
いるのが労働局。ノウハウがないの
か。

　より良く効率的に実施するため
という意味で記載している。労働
局として、この文面を使用するこ
とには指導のとおり、問題がある
のかもしれない。

　あまりこの文言を使用すべきではな
い。先程の件もあるが、これについて
ももう一歩頑張ってほしい。キチンと
予定価格を算定していれば、ノウハウ
がないとして思考を停止しないで、も
う少し仕事をしてほしい。落札した業
者は経験から業務に詳しいと思うが、
労働局の方がそれ以上このような問題
に対しては詳しいはずである。予定価
格の算定の際には、もう少し適正なも
のを出して、安ければ安いでいいのだ
けれども、もう一歩頑張ってほしい。

　事業としては、令和7年10月期に、
素人がイメージする会場を借りて就職
希望者を呼び、ブースを作成し、面
接・説明をするということで良いか。
　この委員会の委員としての意見では
ないが、直営で実施してはどうか。労
働行政の根幹で、皆さん方が、学生や
使用者の意見を吸い上げて、本当の現
場はどうなのか。吸い上げることが皆
様方の本質の仕事ではないか。なんで
もかんでも外部委託して安くすればい
いということについて私は反対であ
る。銀行も、不良債権があるとコンサ
ル、外部まかせ。違うでしょ。という
のが私の意見である。直営を行え。路
地周りを実施しろ。大変さも理解でき
るが、路地周りをすることにより得ら
れる知見もある。事業課の方、職業安
定課の方で次年度ぜひ、直営してみな
さいとお願いする。

　2者から提出された見積書の内容に
階差がある。この階差がなぜ出てきた
か検討したのか。

　検討していない。

　検討する必要があるのではないか。
提出された見積書を2者から提出され
たから2分の1と3者であれば3分の1と
してどうだろうとしている。今回の場
合、厚生労働省が提示している金額の
方が妥当な数字である。その場合なぜ
これだけ安くできるのか検討すべき
で、そのようにしないと今後、次の入
札に繋がっていかない。応札業者に対
し見積書を依頼している。今回入札を
行った会社、アデコ、タスクールなど
に対しては、応札の実績がなかったと
いうことか。

　過去の実績まで確認してはいな
い。アデコはあまり聞いたことは
ない。
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事案の概要 意見・質問 回　　　答

　そこのところはもう少し踏み込むこ
とが必要である。直近何年かを見て実
施していると思うが、予定かをどの適
正にするかを踏まえたうえで、踏み込
む必要がある。

　再リースの記載されている。令和2
年から6年までリース契約を締結した
と記載され、再リースを行うに当たり
その段階での判断というものは何か影
響しているのか。名鉄というリース会
社、最初にそこを選んだ理由をお教え
願いたい。

　令和2年度、一般競争入札を実施
し、名鉄が落札している。

　再リースについて、法的な意味での
再リースなのか。一旦リース期間が終
了し、もう一回リースをしたというこ
とか。ファイナンス契約期間が終了し
た後にもう一回契約することを再リー
スと言うが、どちらで使用している
か。

　法的な再リースではない。リー
ス契約が終了し、改めて新規に
リース契約を締結することを再
リースと言っている。

　２回目の新たなファイナンス契約を
実施したということか。

　複数の業者を当たったんでしょう
か、なぜ名古屋の名鉄なのか

　以前から法人向けのリース契約
を行っている事業者。以前も名鉄
とリース契約を行った経過がある
ので、今回も声掛けを行ったとこ
ろ、応札されたものである。

　リース契約の中には、メンテナンス
も入っている。そのようなところは大
丈夫なのか。

　大丈夫である。

　仙台、宮城県のどこかに拠点があ
り、対応出来ているということか。了
解した。

　資料の審査結果の内容について、
リース契約において駐車場の確保が１
者応札の原因となっていると記載され
ている。この入札の件についてなのか
もう少し具体的に教えてほしい。

　資料が間違っていた。当局にお
いてはレンタカーの契約も行って
いる。レンタカー契約において、
仕様に駐車場の確保を挙げてい
る。そのことを誤って記載したも
のである。

　レンタカー契約で駐車場が関係して
くるのか。

　仙台MTビルに入居している安定
所がある。そこで使用するレンタ
カーについて、駐車場を用意する
ことを条件にしている

　レンタカーは、レンタカー業者に取
りに行き借りるものではないのか。

　そのような契約ではない。安定
所の近くにレンター会社が駐車場
を確保し、安定所は確保した駐車
場から車両を借りる形をとってい
る。契約期間中、レンタカー会社
に車両を返却しない形となってい
る。

　そうすると、記載されている文書は
リース契約とは関係がないということ
か。

　関係がない。

【　案件3　】
契約件名　：令和7～11年度労働
　　　　　　局における業務用自
　　　　　　動車リース契約
契約相手方：名鉄協商株式会社
契約金額　：10,513,360円
契約締結日：令和7年8月27日
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事案の概要 意見・質問 回　　　答

　リース契約については、駐車場がキ
チン確保されていて、その分を借りて
いるということか。

　そうである。これまでは、買取
の官用車が各施設にあった。それ
を現在は買取ではなくリースにし
なさいと本省から指示されてい
る。元々各施設には駐車場があ
り、リース車両はそこをそのまま
使用することになる。買取の官用
車とリースした車を入れ替える形
である。

　1者応札になったのか分析をもう一
度説明願いたい。こんな汎用性のある
ものについて、1者なのかもう一度説
明願いたい。

　トヨタなどでリース契約を行っ
ている部門に対し声掛けを行っ
た。また名鉄などの法人向けに
リース事業を行っている自業者に
も声掛けを行った。それで応札し
てきたのが名鉄だけであったとい
うことである。トヨタなどの大手
事業者に対し、なぜ応札しなかっ
たか、詳細な確認はしていない。

　1度5年程度のリース契約を終了し、
もう1度となるが、前回も名鉄であっ
たか。

　名鉄であった。

　何か本当に談合のようなことは疑わ
れなかったか。入札を不調にするとい
う選択肢はなかったのか。

　選択肢は無かった。

　考えた方が良いと思う。

　リース期間を52か月した根拠は何
か。計算し逆算して最後の3月31日と
していたと思うが。車を各事務所に配
置していると思うが待機させている。
稼働率は把握しているのか。

　稼働率について、詳細な稼働率
は把握していない。

　稼働率がいくらになっているから52
か月の契約をするとしているのではな
いのか。先程のレンタカーの件もある
が、土日も関係なく庁舎の敷地内に車
を止めておくということ。なぜ稼働率
を見て、必要であれば年間契約ではな
く、必要な時に契約業者に取りに行く
という形をとれば、経費削減につなが
るのではないか。そのような分析はし
ているのか。レンタカーのような契約
にすることは出来ないのか。稼働率を
見て、ものすごく使用しているという
説得力があれば、数字をきちんと把握
したうえで、このような契約を締結す
る場合は問題がないが、単なる借りて
しまいましょうねというようにしか見
えない。

　官用車をリース車両に交換して
いくということは、令和2年度から
行っている。これについては、本
省からの指示に基づくもので、
2030年度までにすべての官用車に
ついてリース車両に交換すること
を目指している。そのため、労働
局独自の判断ではなく、本省から
の指示に基づくものとなる。
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事案の概要 意見・質問 回　　　答

　逆に言うと、リース会社を利用すれ
ば、例えば5年といえば5年という期間
の中で減価償却に基づいて価格が設定
されるものと思う。それをあえて52か
月とする理由、極端に長く契約し５年
経過したら再リースして価格を半額に
するという形、安い契約にする契約。
一般の会社はそのようにしている。こ
れだけ長く契約しているのに、また次
も入札して高い金額で契約しているの
か。

　リース契約を分かっていない。普通
は再リースを行う。再リースを実施す
ると価格は半分、3分の1になる。毎月
3000キロとか5000キロしか走行してい
ないのであれば、絶対その方が経済的
である。業者に良いところだけ取られ
ている。本省からの指示であれば本省
が世間知らずである。

　だから、談合などが疑われてしま
う。

　返却したら、極めて高い金額の車が
業者に戻り、業者はそれを転売してい
る。

【　案件4　】
契約件名　：令和7年度胃がん検
　　　　　　診単価契約（再度）
契約相手方：公益財団法人宮城
　　　　　　県対がん協会
契約金額　：2,666,400円
契約締結日：令和7年6月29日

　予定価格算定資料について、対がん
協会と成人病予防協会でこれだけ大き
な差が出ている。この差について、次
の段落に理由の記載がある。確認した
いのは、「どちらで実施しても差し支
えないものと思料する」としている
が、思料したのは誰か。

　まず、担当の職員が判断し、そ
の後、上司のものが決裁を行って
いる。

　つまり医学的知見が入る余地は全く
なかったのか。

　そのような意味では、医療従事
者に確認したものではない。
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事案の概要 意見・質問 回　　　答

　そうであれば、競争入札を行う意味
があるのか。全然内容が異なってい
る。一方は医師が透しをしながら撮影
する。もう一方はそういうことをせず
に簡便な方法で撮影する。当然この位
違いが出る。その場合どっちで実施す
るということについて、関連する医師
に確認するとか。健康管理を行う上で
はどちらの方法の方が妥当なのか。適
切なのかを確認せず、これでいいんだ
よと言うことであれば、比較する必要
もなく、低額の方で行えばいい。競争
させる意味はない。違うレベルであ
る。同様に直接撮影、間接撮影それぞ
れについて競争させるのであればとも
かく、全然別のやり方を選定して、
こっちが安いからこっちで契約という
ことが信じられない。どちらの撮影方
法で実施すべきか、本省の方には知見
を持った方がたくさんいることから、
確認をしなかったのか。

　確認していない。

　このような形で仕事を増やしても仕
方がない。初めから価格の安い方で契
約すればいいこと。この案件は根本的
にレベルが違う次元が違うこと。質が
違うことをもって、こっちが安いから
といっても、鉛筆とボールペンの価格
が違うように、どちらで撮影するのが
適正なのかということについて、思料
したのが素人。思料したって仕方がな
い。

　仕様書にあるとおり、実施したとこ
ろが9か所あり、各箇所でこのような
人数になる。私がイメージしているの
は、バスが職場に来て、その中で実施
しているというもの。それでよいの
か。

　そうである。

　仙台はいいとして、築館が4名、迫
が５名、大和が6名のためだけにバス
を行かせるのか。

　そうである。

　内視鏡をそうなのか。 　内視鏡は実施していない。内視
鏡は直接医療機関を受診してもら
い行っている。

　内視鏡にするかエックス線にするか
は希望なのか

　希望である。
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事案の概要 意見・質問 回　　　答

　築館の場合、4名の内1名だけしか
エックス線をしないということがある
のか。やり方の問題である。従前こう
であったからというものは発想の転換
をしなければいけないのではないか。
エックス線にしたって、職専免を出し
て直接医療機関で受けてくださいでい
いのではないか。少ない人数のために
バスを出して無駄でしょというのが率
直な話。もし実施するのであれば、合
庁単位がまとめて実施しなさいよ、合
庁単位でまとめて実施するのであれ
ば、人数が多くなる。即刻このような
ことはやめるべきである。

　宮城県対がん協会が、実施するとい
う前提になっているように見える。1
回目の入札はどちらもなかった。もし
成人病予防協会が400万円で実施した
ら、400万円で入札することになる。
あえて出していないようにも見れる。
対がん協会がずっと入札先、検診先な
のか。

　多いことは事実である。

　対がん協会しかバスを所有していな
いのではないか。

　バスを持っている業者を守るために
この作業をしているのであればやめる
べきである。

　仕様書の中に、他の委員が話した通
り、検査の項目を相手、病院任せにす
るやり方はあり得るのか。検査方法の
仕様書をきちんとすること。どのよう
な契約内容にするかなど、もう一度、
見直しを行うべきである。これについ
ては、対がん協会ありきで、対がん協
会も労働局さんは俺がやるんだと決
まっているのではないかという流れ・
中身である。

【　案件5　】
契約件名　：宮城労災特別介護施
　　　　　　設(ケアプラザ富谷)
　　　　　　に係るライナーリフ
　　　　　　ト更新契約
契約相手方：株式会社シバタイン
　　　　　　テック

　なぜこんなに高い金額で応札された
のか。

　応札者が1者しかなかったため、
その金額になってしまった。ま
た、ライナーリフトという製品自
体が介護施設における特殊入浴装
置であるため、一般の製品ではな
かったためという認識である。

　予定価格の算定の内訳において、
「近年同程度の案件がなく」と記載さ
れているが、同程度とはどの位を指し
ているのか。価格なのか、機械の特殊
性を同程度としているのか。

　介護リフトというものが当局に
なかった。介護施設は持っている
ことから、何らかの工事は施工し
たことがあるが、今回のような高
額な物であり、特殊性があるもの
がなかったこという意味である。

　労災の特別介護施設ということであ
るが、労働局でも把握・管轄に入って
いると思うが、老健施設などにはリフ
トが入っている。そのようなところに
聞くということはしないのか。

　老健施設には確認していない。
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事案の概要 意見・質問 回　　　答

　それが不思議である。労災特別介護
施設という名称で限定してしまい、そ
こだけで探せばそれは少ない。民間も
含めてシルバー産業の一環であるか
ら、その中にいくらでも施設はある。
しかも、リフトなどは施設としては必
需品である。なぜそこを調査しないで
1者だけ、同程度の物がないから言わ
れたままで、このような価格で99.66%
の落札率となっているのではないか。
言われたままで、契約している。ひと
手間、そこから先の作業をしなかった
のか。このような契約を行っていると
反発が来るのではないか。

　1者応札になった原因について、も
う一度説明願いたい。

　ライナーリフトという介護系施
設の特別な装置であったため、施
工できる業者を探した結果、1者し
かなかった。

　資料に添付されている見積書には品
名が記載されており備考欄に定価と書
かれている。つまり、一般に売り出し
ているものである。また改造費などが
記載されていないことから、この見積
書だけを見ると、一般に販売している
物を仕入れ運送し取付して以前の物を
取り外しているだけの見積である。こ
の見積書を見る限り全然特殊なもので
はない。委員の話した通り、あと数社
は手を挙げていただいてもらってもい
いと思う。せっかく厚生労働省になっ
たのだから、厚生側に横のつながりを
持って情報をもらってはどうか。とい
う意見である。

　仕様に基づいた施工が可能と記載さ
れているが、具体的にはどのようなこ
となのか。相手方、4者に対し接触し
てこのようなことを記載しているの
か。

　業者に対し仕様書を提示し、施
工可能か確認したものである。

【　案件6　】
契約件名　：防犯カメラの移設作
　　　　　　業委託契約
契約相手方：セコム株式会社
契約金額　：72,710,052円
契約締結日：令和7年5月20日

　セコムに決めた理由としてレコー
ダー等を追加購入するとあり、選定理
由が、対象機器を扱っているため的確
に作業を行える。別の業者の場合、分
からないことがあるとなっているが、
例えば、セコム以外にもアルソックな
どの他の同じような業務を行っている
業者があるが、そこに出来るかどうか
という話は聞かないのか。

　セコム製のカメラが各所属に設
置されている。セコム以外の業者
に対して、セコム製のカメラの移
設が可能であるか聞いてみたとこ
ろ、「自分の所のカメラを設置す
るものでなければ、移設作業だけ
をすることは出来ない」と回答さ
れている。
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事案の概要 意見・質問 回　　　答

　いずれ故障し使用できなくなった
際、同じ業者に追加で新しいカメラを
設置して下さいと言うことになる。シ
ステムが変わったとかガラッと管理自
体が変わったときも、機器があるか
ら、そこに契約して随契という形でそ
こだけ選定するということを続けるの
か。追加でカメラを設置するから同じ
業者になってしまうという趣旨。機械
を熟知してというのは、どこの会社で
も同じである。機器も質的に違うもの
を使用しているとは思えない。だか
ら、これはずっとセコムに頼み続ける
ことになるのか。

　1台2台であればそうなるが、い
ずれ経年劣化等機械であることか
ら古くなり、購入時期が同じであ
れば更新も大規模なものとなる。
その際は改めて一般競争入札等に
おいて調達する考えはあるが、随
時随時の際はどうしても、専門的
なカメラになると今回のようなこ
とを行うことが多いと思う。

　カメラなどは既存の物、資料によっ
て台数が20台、16台となっており台数
が分からないが、既存のカメラは追加
などせず使用するということでいいの
か。既存でもハードディスクやレコー
ダーもなかったのか。

　現状仙台安定所には防犯カメラ
が25台設置されている。それに対
して、１台のモニターとハード
ディスクで管理しているものでは
なく、部門別に例としてカメラ5台
分に１台のハードディスクで管理
しているという運用方法となって
いる。元からハードディスクは
あったが、移設し部門が増えるこ
とから、その部門分のハードディ
スクを新たに購入するというもの
である。

　今回は、増えた部門分で、既存の
ハードディスクは移設できるものは移
設して追加した分として考えていい
か。

　移設出来るものは移設した、た
だ、ハードディスクには管理でき
る台数があるため、使用出来なく
なったハードディスクだけ買い替
えたものである。

　ハードディスク4テラでいくらかな
ど設置した際の金額と比較したか。今
回、競争性が無いため高く見積もら
れ、高く随契していないか。以前は、
競争があったため安くしたが、今回は
競争が無いため高くしたということは
ないかチェックしてほしい。一般的に
みて、4テラのハードディスクが11万
円とは高いと思っているので、その辺
のところはきちんとやってほしい。

　セコムに対して、セコムの主張を一
方的に取り入れたかどうか。セコムと
交渉して価格を低くするためどのよう
な努力をしたのか。まったく見えな
い。初めから、セコムがセッティング
しているから移設するのもセコムにし
なければならない。それではなく、い
ろいろな業者に確認し他の方法もある
のではないか。ということを交渉して
行くことが随意契約ではないか。前回
の契約がどのようになっているのかな
どを踏まえながら、検討していくこと
が必要ではないか。
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事案の概要 意見・質問 回　　　答

金額・価格について検討してよいもの
なのか。本省から見積りに基づいて金
額で出ている。業者の方で現地調査を
行ったところ、予定価格として出てき
たものがある。それより安い金額で落
札されている。その差額は現地調査に
よって安くなった。特に意見はない

　契約にいたる状況を改めて説明願い
たい。

　4月に工事案件と予算が示達され
た。

　モジュラーチラーは元々示達されて
いた。先程違うことを話していたがそ
れは何か。

　ケアプラザに対し今年度実施す
る工事案件の説明を行ったとこ
ろ、ケアプラザ側から、指定され
た工事ではなく別の工事を施工し
てほしい旨の申し立てがあった。
そのため本省に対しケアプラザ側
の要望を伝え、ケアプラザの本部
と本省間で話し合いがなされ、8月
期に当初の工事を実施するように
との結論が出た。

　結局、現場の意見ではなく、元々の
工事を実施するよう指示がなされ、協
議されていた4か月の時間が無駄に
なってしまったということか。意思疎
通がなされなかった原因は何か。

　ケアプラザ富谷側も年度別の工
事要望をケアプラザ本部に挙げて
いる。本部の方で優先順位を決定
し厚生労働省に伝えている。ケア
プラザ本部と地方の方で意見の食
い違い生じたということである。

　優先順位について意見の食い違いが
あるということなのか。優先順位の意
見が食い違っている原因は何か

　ケアプラザ側の話であったた
め、確認はしていない。

　今の説明について、この工事案件と
どのような関係があるのか

　入札時期が遅くなってしまった
原因について説明をしたものであ
る。

このような工事は、予算が優先するの
か。案件・予算が決まらないと入札が
出来ないのか。

そうである。

　素人考えで、一定程度の枠があった
ら、後は現場の優先順位を採用すると
思うが、そうなっていないことが、前
回の委員会に置いて審議した文房具の
件もそうであるが、難しいところであ
る。

　資料により、本件の調達に対し担当
者は非常に努力をしていたように感じ
る。よくやっている所もある。工事の
実施時期について検討されたい。

【　案件7　】
契約件名　：宮城労災特別介護施
　　　　　　設(ケアプラザ富谷)
　　　　　　における空冷モジュ
　　　　　　ールチラー圧縮機他
　　　　　　修繕工事
契約相手方：同和興業株式会社
契約金額　：10,758,000円
契約締結日：令和7年10月23日
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事案の概要 意見・質問 回　　　答

　マンションの修繕の場合、長期修繕
計画を立てて計画的に実施すべきとこ
ろは計画的に実施し、個別に問題が出
た場合はすぐに対応することを区別
し、本件が長期修繕計画に基づく者で
あれば、修繕計画自体に現場と本部の
間に齟齬がある。それはあってはなら
ない。それは言ってもらわなけれぎな
らない。

総　　評
　「所見なし」
　ただし、総括として、以下について認められるため、改善されたい。

　1者入札の場合、契約実績のある業者にだけ声掛けを行い、その結果を
踏まえ、予定価格の算定を行っている実態が多い。この点について、もう
少し検討されたい。
従前のやり方が良いのかどうか。事案によっては労働局の職員が自ら実施
できないかどうか。施行に際しその必要性等に疑問を持ち、結果的に上部
機関から指導された際は仕方がないが、そのような検討はしてみるという
ことが必要ではないか。
全体のやり方が、今までの旧態依然のものをそのまま踏襲しているように
しか見えない。その所を改善してほしい。特に見積書を1者しか徴取して
いないところは気になる。また契約者と同一の業者となっている。そのよ
うなところも談合にかかわることはないと思うが、その辺も踏まえて全体
的な業務のあり方をもう一度見直しをしていただきたい。
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